
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■確定申告には 3つの方法がありますが、今年はどの方法で申告しますか？ 

会　場　　古河税務署　会議室 

期　間　　令和６年２月 16日（金）から３月 15 日（金）※土・日・祝日を除く 

時　間　　【相談受付】午前８時 30 分から午後４時まで 

　　　　　【相談開始】午前９時から 

 

 

・確定申告会場は、スマホ申告を基本として申告書の作成を 

行っております。スマホをお持ちの方は、必ずご持参ください。 

・確定申告会場への入場には、国税庁 LINE 公式アカウントから 

事前に取得した入場整理券（又は当日配付の入場整理券）が必要 

です。午後４時前であっても、入場整理券の配付状況によっては、 

相談受付を終了する場合があります。　　 

・税務署の駐車スペースは少なく大変混雑しますので、近隣の有料駐車場などをご利用ください。 

　　　 

令和５年分「確定申告」に関するご案内 

問合せ先

　タックスアンサー

令和５年分確定申告はご自宅から「スマホ・パソコン」で！！

【確定申告などに関するお問合せ】 

国税庁ホームページ「タックスアンサー」・「確定申告特集」をご覧いただくか、 

古河税務署までお問い合わせください。 

　　　≪国税庁ホームページ≫　　https://www.nta.go.jp/ 

　　　≪古河税務署≫　　☎0280-32-4161（代表） 
　　 
 

【e-Tax・作成コーナーの操作などに関するお問合せ】 

≪e-Tax・作成コーナーヘルプデスク≫　　☎0570-01-5901 

（受付：月曜～金曜　※休祝日及び 12 月 29 日～1 月 3日を除く） 

行かずに済むなら 

申告会場には行きたくない 

来場を検討されている方へ

申告書の作成だけではなく 

提出もオンラインでやってみたい

スマホ・パソコンからの 

e-Tax がオススメです！！

スマホ・パソコンで申告書を 

作成・印刷して郵送提出

確定申告会場へ来場し 

申告書を作成

来場時は 

必ず持参！

いいえ

はい

はい

いいえ

申告方法は動画でも 

ご案内しています

国税庁 LINE 公式アカウント

　作成コーナー

古河税務署からのお知らせ　  


